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新潟県条例第36号 

新潟県計量法関係手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県計量法関係手数料条例（平成17年新潟県条例第102号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 

手数料を

納めなけ

ればなら

ない者 

名称 区 分 手数料の額

１ 法第 検定 （略） 

16条第

１項第

２号イ

の規定

に基づ

く検定

を受け

ようと

する者 

 

手数

料 

(2) 質量計 

ア 非自動は

かり（最小

の目量（隣

接する目盛

標識のそれ

ぞれが表す

物象の状態

の量の差を

いう。以下

同じ｡)又は

表記された

感量（質量

計が反応す

ることがで

きる質量の

最小の変化

をいう。以

下同じ｡)が

ひょう量の

１万分の１

未満のもの

を除く｡) 

(ｱ) 検出部

が電気式

のもの又

は光電式

のもので

あって、

ひょう量

が１トン

以下のも

の 

ａ （略） 

ｂ （略） 

ｃ （略） 

ｄ （略） 

ｅ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

別表（第２条関係） 

手数料を

納めなけ

ればなら

ない者 

名称 区 分 手数料の額

１ 法第 検定 （略） 

16条第

１項第

２号イ

の規定

に基づ

く検定

を受け

ようと

する者

手数

料 

(2) 質量計 

ア 非自動は

かり（最小

の目量（隣

接する目盛

標識のそれ

ぞれが表す

物象の状態

の量の差を

いう。以下

同じ｡)又は

表記された

感量（質量

計が反応す

ることがで

きる質量の

最小の変化

をいう。以

下同じ｡)が

ひょう量の

１万分の１

未満のもの

を除く｡) 

(ｱ) 検出部

が電気式

のもの又

は光電式

のもので

あって、

ひょう量

が１トン

以下のも

の 

ａ （略） 

ｂ （略） 

ｃ （略） 

ｄ （略） 

ｅ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 
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(ｲ) 棒はか

り又は光

電式以外

のばね式

指示はか

りのうち

直線目盛

のみがあ

るもの 

ａ （略） 

ｂ （略） 

(ｳ) (ｱ)又

は(ｲ)に

掲げるも

の以外の

もの 

ａ （略） 

ｂ （略） 

ｃ （略） 

ｄ （略） 

ｅ （略） 

ｆ （略） 

ｇ （略） 

ｈ （略） 

ｉ （略） 

ｊ （略） 

ｋ （略） 

ｌ （略） 

ｍ （略） 

ｎ （略） 

ｏ ひょ

う量が

50トン

を超え

るもの 

イ （略） 

ウ 分銅 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

エ 定量おも

り又は定量

増おもり 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

１個につき

39,500円

 

 

 

（略） 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

  （略） 

（略） 

３ 法第

17条第

１項の

特殊

容器

製造

 １件につき

169,500円

(ｲ) 棒はか

り又は光

電式以外

のばね式

指示はか

りのうち

直線目盛

のみがあ

るもの 

ａ （略） 

ｂ （略） 

(ｳ) (ｱ)又

は(ｲ)に

掲げるも

の以外の

もの 

ａ （略） 

ｂ （略） 

ｃ （略） 

ｄ （略） 

ｅ （略） 

ｆ （略） 

ｇ （略） 

ｈ （略） 

ｉ （略） 

ｊ （略） 

ｋ （略） 

ｌ （略） 

ｍ （略） 

ｎ （略） 

ｏ ひょ

う量が

50トン

を超え

るもの 

イ （略） 

ウ 分銅 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

エ 定量おも

り又は定量

増おもり 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

１個につき

39,400円

 

 

 

（略） 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

  （略） 

（略） 

３ 法第

17条第

１項の

特殊

容器

製造

 １件につき

169,200円



3 

規定に

基づく

指定の

申請に

対する

審査を

受けよ

うとす

る者 

事業

者指

定申

請手

数料 

４ 法第

19条第

１項の

規定に

基づく

定期検

査を受

けよう

とする

者 

定期

検査

手数

料 

(1) 非自動はか

り（最小の目

量又は表記さ

れた感量がひ

ょう量の１万

分の１未満の

ものを除く｡) 

ア 検出部が

電気式のも

の又は光電

式のもので

あって、ひ

ょう量が１

トン以下の

もの 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

(ｴ) （略） 

イ （略） 

ウ ア又はイ

に掲げるも

の以外のも

の 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

(ｴ) （略） 

(ｵ) （略） 

(ｶ) （略） 

(ｷ) （略） 

(ｸ) （略） 

(ｹ) （略） 

(ｺ) （略） 

(ｻ) ひょう

量が50ト

ン以下の

もの 

(ｼ) ひょう

量が50ト

ンを超え

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

１個につき

31,700円

１個につき

54,300円

規定に

基づく

指定の

申請に

対する

審査を

受けよ

うとす

る者 

事業

者指

定申

請手

数料

４ 法第

19条第

１項の

規定に

基づく

定期検

査を受

けよう

とする

者 

定期

検査

手数

料 

(1) 非自動はか

り（最小の目

量又は表記さ

れた感量がひ

ょう量の１万

分の１未満の

ものを除く｡) 

ア 検出部が

電気式のも

の又は光電

式のもので

あって、ひ

ょう量が１

トン以下の

もの 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

(ｴ) （略） 

イ （略） 

ウ ア又はイ

に掲げるも

の以外のも

の 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

(ｴ) （略） 

(ｵ) （略） 

(ｶ) （略） 

(ｷ) （略） 

(ｸ) （略） 

(ｹ) （略） 

(ｺ) （略） 

(ｻ) ひょう

量が50ト

ン以下の

もの 

(ｼ) ひょう

量が50ト

ンを超え

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

１個につき

31,600円

１個につき

54,200円
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るもの 

  （略） 

５ 法第

91条第

２項の

規定に

基づく

検査を

受けよ

うとす

る者 

届出

製造

事業

者品

質管

理検

査手

数料 

 １件につき

444,200円

６ 法第

102 条

第１項

の規定

に基づ

く基準

器検査

を受け

ようと

する者 

基準

器検

査手

数料 

（略） 

(4) 基準タンク 

ア （略） 

イ 全量が１

立方メート

ル以下のも

の 

 

（略） 

１ 個 に つ

き 、 ３ 万

5,500 円 に

１を超える

ゲージグラ

スの数に１

万 7,750 円

を乗じて得

た額を加算

した額 

７ 法第

107 条

の規定

に基づ

く計量

証明の

事業の

登録の

申請に

対する

審査を

受けよ

うとす

る者 

計量

証明

事業

登録

申請

手数

料 

 １件につき

56,100円

（略） 

12 法第

116 条

第１項

の規定

に基づ

く計量

証明検

査を受

けよう

とする

者 

計量

証明

検査

手数

料 

（略） 

(4) 騒音計 

ア （略） 

イ 使用最大

周 波 数 が

8,000 ヘル

ツを超える

もの 

（略） 

１個につき

38,900円

 

(5) 振動レベル

計 

１個につき

33,800円

(6) 濃度計 

るもの 

  （略） 

５ 法第

91条第

２項の

規定に

基づく

検査を

受けよ

うとす

る者 

届出

製造

事業

者品

質管

理検

査手

数料

 １件につき

443,400円

６ 法第

102 条

第１項

の規定

に基づ

く基準

器検査

を受け

ようと

する者

基準

器検

査手

数料

（略） 

(4) 基準タンク 

ア （略） 

イ 全量が１

立方メート

ル以下のも

の 

 

（略） 

１ 個 に つ

き 、 ３ 万

5,400 円 に

１を超える

ゲージグラ

スの数に１

万 7,700 円

を乗じて得

た額を加算

した額 

７ 法第

107 条

の規定

に基づ

く計量

証明の

事業の

登録の

申請に

対する

審査を

受けよ

うとす

る者 

計量

証明

事業

登録

申請

手数

料 

 １件につき

56,000円

（略） 

12 法第

116 条

第１項

の規定

に基づ

く計量

証明検

査を受

けよう

とする

者 

計量

証明

検査

手数

料 

（略） 

(4) 騒音計 

ア （略） 

イ 使用最大

周 波 数 が

8,000 ヘル

ツを超える

もの 

（略） 

１個につき

38,800円

 

(5) 振動レベル

計 

１個につき

33,700円

(6) 濃度計  
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  ア ジルコニ

ア式酸素濃

度計又は磁

気式酸素濃

度計 

イ 溶液導電

率式二酸化

硫黄濃度計 

ウ 紫外線式

二酸化硫黄

濃度計（コ

に掲げるも

のを除く｡) 

 

 

 

 

 

エ 紫外線式

窒素酸化物

濃度計（コ

に掲げるも

のを除く｡) 

 

 

 

 

 

オ 非分散型

赤外線式二

酸化硫黄濃

度計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 非分散型

赤外線式窒

素酸化物濃

度計 

 

 

 

 

１個につき

97,100円

１個につき

128,700円

１ 個 に つ

き 、 ９ 万

6,700 円 に

３を超える

表示機構の

数 に ２ 万

2,100 円 を

乗じて得た

額を加算し

た額 

１ 個 に つ

き 、 10 万

8,100 円に

３を超える

表 示 機 構

の数に２万

2,100 円を

乗じて得た

額を加算し

た額 

１ 個 に つ

き 、 10 万

2,400円に、

１を超える

検出部の数

に ５ 万

1,200 円を

乗じて得た

額と３を超

える表示機

構の数に２

万 2,100 円

を乗じて得

た額を加算

した額 

１ 個 に つ

き 、 11 万

8,300円に、

１を超える

検出部の数

に ５ 万

9,150 円を

乗じて得た

  ア ジルコニ

ア式酸素濃

度計又は磁

気式酸素濃

度計 

イ 溶液導電

率式二酸化

硫黄濃度計 

ウ 紫外線式

二酸化硫黄

濃度計（コ

に掲げるも

のを除く｡) 

 

 

 

 

 

エ 紫外線式

窒素酸化物

濃度計（コ

に掲げるも

のを除く｡) 

 

 

 

 

 

オ 非分散型

赤外線式二

酸化硫黄濃

度計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 非分散型

赤外線式窒

素酸化物濃

度計 

 

 

 

 

１個につき

96,900円

１個につき

128,500円

１ 個 に つ

き 、 ９ 万

6,500 円 に

３を超える

表示機構の

数 に ２ 万

2,100 円 を

乗じて得た

額を加算し

た額 

１ 個 に つ

き 、 10 万

7,900 円に

３を超える

表 示 機 構

の数に２万

2,100 円を

乗じて得た

額を加算し

た額 

１ 個 に つ

き 、 10 万

2,200円に、

１を超える

検出部の数

に ５ 万

1,100 円を

乗じて得た

額と３を超

える表示機

構の数に２

万 2,100 円

を乗じて得

た額を加算

した額 

１ 個 に つ

き 、 11 万

8,100円に、

１を超える

検出部の数

に ５ 万

9,050 円を

乗じて得た
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キ 非分散型

赤外線式一

酸化炭素濃

度計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 化学発光

式窒素酸化

物濃度計 

 

 

 

 

 

 

ケ （略） 

コ （略） 

額と３を超

える表示機

構の数に２

万 2,100 円

を乗じて得

た額を加算

した額 

１ 個 に つ

き 、 10 万

3,300円に、

１を超える

検出部の数

に ５ 万

1,650 円を

乗じて得た

額と３を超

える表示機

構の数に２

万 2,100 円

を乗じて得

た額を加算

した額 

１ 個 に つ

き、11万200

円に３を超

える表示機

構の数に２

万 2,100 円

を乗じて得

た額を加算

した額 

（略） 

（略） 

（略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

キ 非分散型

赤外線式一

酸化炭素濃

度計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 化学発光

式窒素酸化

物濃度計 

 

 

 

 

 

 

ケ （略） 

コ （略） 

額と３を超

える表示機

構の数に２

万 2,100 円

を乗じて得

た額を加算

した額 

１ 個 に つ

き 、 10 万

3,100円に、

１を超える

検出部の数

に ５ 万

1,550 円を

乗じて得た

額と３を超

える表示機

構の数に２

万 2,100 円

を乗じて得

た額を加算

した額 

１ 個 に つ

き、11万円

に３を超え

る表示機構

の数に２万

2,100 円を

乗じて得た

額を加算し

た額 

（略） 

（略） 

（略） 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき手数料について適用し、同日前に納入すべき手

数料については、なお従前の例による。 

 


